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委託特記仕様書 

 

 本仕様書は、松伏町（以下、「発注者」という。）が受注者に委託した行う償却資産実地調

査計画策定及び実地調査等支援業務（以下、「本業務」という。）の内容、方法について定め

るものである。 

 

第１章 総 則 

（業務目的） 

第１条 本業務は、松伏町償却資産実地調査計画を策定し、実地調査等に係る作業方法を定

め、それに基づく適正な課税を実現するとともに、担当職員に対する技術的支援として、

助言・助成・支援を受けることで、担当職員の専門性を高め、償却資産の課税事務に対す

る説明責任を果たし、適正かつ均衡を確保した課税の実現を目的とするものである。 

（法令等の関係等） 

第２条 本業務の実施にあたっては、本仕様書のほか下記の関係法令等に準拠して行うもの

とする。 

（１）地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

（２）固定資産評価基準（昭和３８年自治省告示１５８号） 

（３）個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

（４）松伏町情報公開条例（平成１６年条例第２５号条例第２５号） 

（５）松伏町税条例（昭和３０年条例第１１号） 

（６）その他の関係法令及び通知、並びに発注者の条例及び規則 

２ 本業務の実施にあたり、本仕様書に定めのない事項または疑義が生じた場合は、受注者

は発注者と協議のうえ、発注者の指示に従わなければならない。 

（個人情報の保護） 

第３条 受注者は、本業務を履行するための個人情報及び行政情報の取扱いについて、別紙

個人情報の取扱いに関する特記仕様書を遵守すること。本契約が終了し、又は解除された

後についても同様とする。 

（情報セキリュティ管理） 

第４条 受注者は、本業務において取り扱う情報の安全性を確保するため、ＩＳＭＳ（情報

セキリィティマネジメントシステム：ＩＳＯ２７００１）およびＰマーク（ＪＩＳQ１５

００１）の認証を取得しているものとする。 

（業務実施体制） 

第５条 本業務を円滑に行うには、相当な経験と知識並びに専門的かつ実践的な業務処理能

力が要求されるため、発注者の意図及び目的を理解した上で、適切な人員を配置し、担当

職員と常に連絡をとり、その指示に従うものとする。 

２ 技術者は、償却資産の課税業務並びに企業会計等に精通した実務経験豊かな者とする。 

３ 技術者は、自治体における償却資産の申告調査業務の経験を有する者であること。 

４ 技術者は、受注者と直接雇用関係にあるものであること。 

（提出書類） 

第６条 受注者は、本業務を実施するにあたり契約後速やかに次の書類を提出しなければな
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らない。 

（１）業務着手届、業務工程表 

（２）主任技術者及び現場代理人等選任届（経歴書含む） 

（３）その他発注者の指示する書類 

２ 受注者は、提出した書類の修正をする場合は、発注者と協議の上、承認を受けるものと

する。 

３ 発注者は、受注者に進捗状況等の報告を求めることができるものとする。 

（成果品の帰属） 

第７条 本業務における成果品及び業務上作成した資料等について、所有権は発注者に帰属

するものとするが、著作権は受注者が有するものとし、発注者は受注者の許可なく他者へ

複製・配布すること及び閲覧させることはできないものとする。 

（損害賠償） 

第８条 受注者は、その責に帰する事由により、本業務実施中に生じた諸事故及び第三者に

与えた損害の責任を負うものとし、このために生じた経費は受注者の負担とする。また、

速やかに発注者に対し発生原因・経過・内容等を報告し、発注者の指示に従うものとする。 

（検査・瑕疵） 

第９条 受注者は、業務完了後発注者の検査を受けるものとし、発注者から仕様書の定めに

適合しないものとして修正の指示があった場合は、速やかに修正を行い再検査の合格を

もって完了とする。また、本業務の成果品の納入後においても不良箇所、又は不適当な部

分が発見された場合は、受注者の責任において速やかに訂正、補充し、これに要する経費

は受注者の負担とする。 

（再委託） 

第１０条 受注者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。 

（業務の完了期限・納入場所） 

第１１条 本業務の各年度における完了期限および納入場所は下記のとおりとする。 

（１）完了期限  令和７年度 令和８年３月２０日 

（２）納入場所  松伏町役場税務課 

第２章 実地調査計画策定及び実地調査等支援業務の内容 

 （実地調査計画策定） 

第１１条 受注者は、発注者と協議の上、令和７年度償却資産実地調査計画を策定する。計

画は実地調査等が年度内に終了するようスケジュールをすること。 

２ 実地調査計画には下記の内容を含めること 

（１）事業者選定に係る方針 

（２）調査対象選定基準 

（３）企業が保有する資料（決算書、法人税申告書、固定資産台帳等）を取得するための方    

  法 

（４）固定資産税の「家屋」評価以外の「償却資産」申告対象資産（特定の事業に供する電

気設備給排水設備等）に関して資料分析の方法 

（５）現地での調査を必要とする場合の実施方法 

（実地調査等支援） 
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第１２条 発注者が実地調査を実施するにあたり、受注者は調査前に発注者に対して、大企

業向けの固定資産台帳の分析方法等に関する研修を年１回以上開催するものとする。 

２ 研修では、企業が保有する資料（決算書、法人税申告書、固定資産台帳等）を基に、企

業会計における「建物」「建物付属設備」「機械」等を明確にし、固定資産税の「家屋」評

価以外の「償却資産」申告対象資産（特定の事業に供する電気設備給排水設備等）に関し

て資料分析の手法などを解説する内容とする。 

（調査の範囲及び実地調査対象企業の選定） 

第１３条 調査対象企業の選定にあたっては、策定した実地調査計画に基づき、発注者と協

議の上決定する。 

２ 調査対象企業および対象企業数について、松伏町の産業構造や職員のスキル等を考慮し、

発注者と協議の上、決定する。なお、事業者からの資料提供が無い場合等が考えらえるた

め、都度調整を行う。 

（実地調査等支援） 

第１４条 発注者は、前条で調査対象とした企業に対し、当該企業が所有する資料（決算書、

法人税申告書、固定資産台帳等）を取得し、発注者が実施する償却資産申告状況（申告漏

れ等）の調査について、受注者は当該調査の支援を行うものとする。 

２ 受注者は、発注者が調査対象企業に提出する質問票等の案を作成する。 

３ 受注者は、発注者が行う実地調査の事前準備として、調査対象企業が回答した質問票と

ともに、企業の決算書分析、法人税申告書の読み取り方について助言を行う。 

４ 発注者が行った実地調査（現況確認）の結果、発注者職員の事務における判断に係る支

援及び疑義等の解消を図ることを目的とした支援を行う。 

５ 本支援調査については、対面での打ち合わせを年間５回以上実施し、協議を行いながら

業務を進めるものとする。 

（その他の業務） 

第１５条 発注者は、受注者に対し、契約期間を通して償却資産評価事務に対する事務支援

を求めることができる。 

２ 受注者は、業務期間中、発注者からの償却資産評価等に対する質問について、償却資産

の評価及び課税事務が円滑に行われることを目的に、対応方法や考え方の助言、先進事例

収集報告等、総合的な事務支援を行うものとする。 

第３章 成果品 

（令和７年度成果品） 

第１６条 受注者は、成果品として次の図書、データ等を発注者に納品するものとする。な

お、媒体、編さん等については、発注者と協議の上、適宜、調整を行うものとする。 

（１）実地調査計画書 一式 

（２）議事録・事務支援内容報告書 一式 

 

 

 

 


